
 

高知市母子保健課 

多胎児のいるご家庭に対して， 

育児サポーターを派遣し，家事や育児，   

外出等に関するお手伝いをする事業です。 

 

 無料 
【対象となる方】 

  高知市に住民票があり現に住んでいる，多胎児を子育て中の方 

  （多胎児が１歳の誕生日前日まで）  

【利用できるサービス】 

【利用時間】 

・８時30分～18時まで 

【利用時間数】 

・１家庭合計30時間まで 

・１回あたり４時間まで 

（ただし，通院の介助等によりやむを得ず４時間を超える場合は８時間まで） 

・30分単位でカウント 

（30分未満であっても15分を超えると30分とみなします）  

【利用できない日】 

・12月29日～翌年１月３日 

 

（１）育児支援 

・授乳及び食事介助 

・おむつ交換 

・沐浴介助 

・保護者が家事を行う間の多胎児， 

兄姉の見守り 

（２）家事支援 

・食事の準備及び後片付け 

・居室の掃除及び整理整頓 

・衣類の洗濯 

（３）外出支援 

・通院及び健診等の介助，近所への散歩や地域子育て支援センター等への 

同行，買い物同行 



【利用方法】 

 

・申請書を母子保

健課窓口に持参，

郵送で提出してく

ださい。 

 

・申請書は市ホー

ムページからもダ

ウンロードできま

す。 

 

・必ず出産された

ことを母子保健課

にご連絡くださ

い。 

・承認審査後、母

子保健課から「利

用決定通知書」

「利用時間管理

カード」等が届き

ます。 

 

・委託事業所に連

絡し、利用の内容

について打ち合わ

せをします。 

・利用したい日時

を伝え、日程調整

をします。 

・月～日曜日の利

用ができますが、

原則利用希望日の

７日前までにお願

いします。 

 

・利用後に「実施報

告書」の内容を確認

しサインをします。 

・「利用時間管理

カード」へ利用時間

分の枠に押印しても

らいます。 

・その場で次回の日

程・支援内容の調整

もできます。 

①申請 ②利用決定 ③利用申込 ④利用 

★サービス内容の例 

【注意事項】 

★利用中は必ず保護者の方が同席してください。（託児ではありません）         

また，物品の貸し出しは行っておりません。  

 育児支援 授乳及び食事介助 おむつ交換 沐浴介助 児の見守り 

できること

の例 

・粉ミルクの調合，準備，後片付け 

・授乳，離乳食を食べさせる手伝い 

おむつの交換 ・準備，後片づけ 

・沐浴介助 

・居室内で保護者が家事を行う間

の多胎児や兄姉の見守り 

できないこ

との例 

・アレルギー等特別な対応を要する

食事 
    ・留守番 

・外出時，車内で児と待機 

 家事支援 食事の準備及び後片付け 掃除・整理整頓 洗濯 その他 

できることの

例 

・食事作りの手伝い 

・配膳や片付け 

・児が過ごす居室を中心と

した範囲の掃除の手伝い 
・洗濯，干す，たたむ ・布団干し 

できないこと

の例 

・料理の提供 ・換気扇・網戸等の大掃除 

・庭掃除等の屋外作業 

・コインランドリー等で行う大

量の洗濯 

・特別な手間をかけて行う洗濯 

・ペットの世話 

・植物の水やり 

・預金の引き出し 

【申請・問い合わせ窓口】 

 

母子保健課 

（子育て世代包括支援センター） 

〒７８０－０８５０ 

高知市丸ノ内１丁目７－４５ 

総合あんしんセンター１Ｆ  

母子保健課 

ＴＥＬ：０８８－８５５－７７９５ 

 

 

東部子育て世代包括支援センター 

〒７８１－８１２１ 

高知市葛島４丁目３－３ 

東部健康福祉センター１Ｆ  

くすくすひろっぱ内 

ＴＥＬ：０８８－８８２－００３５ 

妊

娠

中 

 

出

産

後 

出

産

後 

  

 

西部子育て世代包括支援センター 

〒７８０－８０５０ 

高知市鴨部860－１ 

西部健康福祉センター１Ｆ  

ぽけっとランド内 

ＴＥＬ：０８８－８４３－０４１５ 

受付曜日：月曜日～金曜日 

（土・日・祝日休） 

受付曜日：火曜日～土曜日 

（日・月・祝日休） 

受付曜日：月曜日～金曜日 

（土・日・祝日休） 

受付時間：８時30分～17時15分 


